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１１月１６日、田町運転区分会の執行委員長に対して１２月１日付けの大田運輸区への

異動の事前通知が手交されました。分会は１０月８日に第３回定期大会を開催し新たな執

行体制を確立しています。当該の執行委員長は全組合員の信任を得て執行委員長に改めて

就任しています。分会規約において任期は１年と定められており、任期途中での執行委員長

への異動は労働組合軽視の象徴です！ 

執行委員長に対する異動は、組合活動に支障が出るばかりか、組合活動参加への意思の萎

縮、組合活動一般に対して制約的効果が及び、組合員の不利益につながるものであり、会社

の人事権を濫用した干渉行為、労働組合の弱体化行為であると言わざるをえません。執行

委員長を一社員・一個人としてみているならば労使対等の原則から逸脱し労働組合を軽視

している企業体質を改めていく必要があります。 

この事前通知は当該の執行委員長個人の問題ではなく、田町運転区分会全組合員、輸送サ

ービス労組活動への運営に対する介入であり、不当労働行為にあたります！ 

 

 

 


